
山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
四
十
八
号
　
　
令
和
三
年
十
二
月
二
十
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

山
梨
県
公
報

第
二
百
四
十
八
号

令
和
三
年

十
二
月
二
十
日

月　曜　日

六
〇
一

目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）	

六
〇
一

○
道
路
の
供
用
開
始	

六
〇
二

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
（
二
件
）	

六
〇
二

公

告

○
公
共
測
量
の
終
了	

六
〇
二

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 
郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
市
川
三
郷
山
梨
自
転
車
道
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
小
曲
町
字
川
除
笛
吹
川
右
岸
堤
防
敷
地
先

か
ら

甲
府
市
落
合
町
字
橋
場
笛
吹
川
右
岸
堤
防
敷
地
先

ま
で

旧

四
・
一
～

　
　
　
　
四
・
一

五
四
三
・
三

新

四
・
一
～

　
　
　
　
九
・
二

五
四
三
・
三

新

四
・
一
～

　
　
　
　
九
・
二

五
四
五
・
四

山
梨
県
告
示
第
三
百
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
甲
府
精
進
湖
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
落
合
町
字
田
通
一
五
三
番
一
地
先
か
ら

甲
府
市
落
合
町
字
曽
根
一
二
〇
一
番
六
地
先
ま
で
旧

一
五
・
一
～

　
　
　
一
五
・
六

四
九
・
八

新

一
五
・
一
～

　
　
　
二
三
・
五

四
九
・
八

山
梨
県
告
示
第
三
百
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
三
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
小
曲
町
字
川
除
笛
吹
川
右
岸
堤
防
敷
地
先

か
ら

甲
府
市
落
合
町
字
橋
場
笛
吹
川
右
岸
堤
防
敷
地
先

ま
で

旧

四
・
一
～

　
　
　
　
四
・
一

五
四
三
・
三

新

四
・
一
～

　
　
　
　
九
・
二

五
四
三
・
三

新

四
・
一
～

　
　
　
　
九
・
二

五
四
五
・
四



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
四
十
八
号
　
　
令
和
三
年
十
二
月
二
十
日

六
〇
二

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
指
定
の
年
月
日
　
令
和
三
年
十
二
月
十
三
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置
　
笛
吹
市
石
和
町
八
田
字
塚
之
越
二
百
七
十
一
番
四

三
　
指
定
道
路
の
幅
員
　
最
大
六
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
　
最
小
六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長
　
四
十
八
・
二
四
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
三
百
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
指
定
の
年
月
日
　
令
和
三
年
十
二
月
十
三
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置
　
笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
字
前
田
四
十
八
番
六

三
　
指
定
道
路
の
幅
員
　
最
大
四
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
　
最
小
四
・
〇
一
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長
　
三
十
四
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
東
京
都
水
道
局
水
源
管
理
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終

わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
北
都
留
郡
小
菅
村
、
丹
波
山
村
及
び
甲
州
市
の
一
部

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
三
年
三
月
三
十
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
五
日
ま
で

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
富
士
河
口
湖
富
士
線

三
　
道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
富
士
山
八
五
四
五
番
一
地
先

か
ら

南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
富
士
山
八
五
四
五
番
一
地
先

ま
で

旧

八
・
四
～

　
　
　
二
八
・
〇

七
一
・
四

新

八
・
四
～

　
　
　
二
八
・
〇

七
一
・
四

山
梨
県
告
示
第
三
百
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
　
道

市
川
三
郷
山

梨
自
転
車
道

線

甲
府
市
小
曲
町
字
川
除
笛
吹
川
右
岸

堤
防
敷
地
先
か
ら

甲
府
市
落
合
町
字
橋
場
笛
吹
川
右
岸

堤
防
敷
地
先
ま
で

五
四
五
・
四

令
和
三
年
十

二
月
二
十
日

山
梨
県
告
示
第
三
百
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に


